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令和 3年第 4回定例会 行政報告（令和 3年第 3 回定例会以降分） 

令和 3年 11月 30日提出 

 

 新型コロナウイルス感染症対策本部  

 

【新型コロナウイルスワクチン接種事業】（健康増進課） 

(1) 1回目・2 回目接種者数及び接種率の状況（11月 21日現在） 

年齢 

区分 

対象人口 

R3.1.1 

（人） 

1回目 

接種者数 

（人） 

1回目 

接種率 

（％） 

2回目 

接種者数 

（人） 

2回目 

接種率 

（％） 

1回目 

予約数 

（人） 

2回目 

予約数 

（人） 

0～11歳 4,420 0 0.0 0 0.0 0 0 

12～14歳 1,378 1,054 76.5 846 61.4 8 204 

15～19歳 2,389 2,025 84.8 1,871 78.3 3 153 

20～29歳 5,299 4,207 79.4 3,873 73.1 0 255 

30～39歳 5,452 4,441 81.5 4,217 77.3 0 193 

40～49歳 6,989 5,977 85.5 5,802 83.0 0 134 

50～59歳 6,239 5,766 92.4 5,640 90.4 0 79 

60～69歳 7,098 6,360 89.6 6,282 88.5 0 54 

70～79歳 6,611 6,321 95.6 6,271 94.9 0 26 

80歳以上 4,375 4,146 94.8 4,109 93.9 0 25 

年齢不明 - 263 - 202 - 0 1 

合 計 50,250 40,560 80.7 39,113 77.8 11 1,124 

(2) 接種会場別での実績（11 月 21 日現在） 

会場 
ワクチン 

の種類 

1回目 

接種者数 

（人） 

2回目 

接種者数 

（人） 

接種回数 

総 計 

（回） 

市集団接種 ファイザー 19,028 17,845 36,873 

市内個別接種 ファイザー 11,331 11,221 22,552 

市外医療機関等 ファイザー 4,465 4,320 8,785 

県大規模接種 モデルナ 3,512 3,519 7,031 

国大規模接種 モデルナ 32 29 61 

職域接種 モデルナ 2,189 2,174 4,363 

県大規模接種 アストラゼネカ 3 5 8 

合 計 - 40,560 39,113 79,673 

(3) 12月以降の 1回目・2回目ワクチン接種希望者への対応 

・予約専用WEBサイトを11月2日に閉鎖し、市コールセンターのみで予約受付を行う。 

・12歳の誕生日を迎える児童に対し、誕生月に接種券を発送する。 

・市コールセンターにて予約を受付け、個別接種を案内する。 

・接種希望者数やワクチンの在庫状況を見ながら、接種日や予約数を調整する。 
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(4) 新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）に向けた準備 

・2回目の接種完了から、原則 8か月以上の間隔をおいて 1 回の追加接種を行う。 

・接種券は接種月の前月を目安に発送し、その翌月から予約受付を行う。 

・市の集団接種は、接種しやすい土・日（10時～17 時）を基本に設定し、平日（午後

のみ）は週 1回程度で実施する予定。 

・3回目追加接種者数月別の見込み 

2回目接種者数実績見込み 3回目追加接種予約枠数見込み 
接種

月 

接種 

者数 

うち市の 

集団接種 

うち市内 

個別接種 

接種 

月 

接種 

者数 

うち市の 

集団接種 

うち市内 

個別接種 

対象者 

区分 

3月 22    

12月 

 

320 

 

0 

 

0 

 

医療従事者 4月 286   

5月 918  358 1月 1,000 0 400 医療従事者 

6月 2,319 52 1,112 2月 2,300 0 1,100 
医療従事者 

福祉施設 

7月 6,517 2,258 2,382 3月 6,220 1,920 2,400 高齢者 

8月 8,118 3,579 2,605 4月 7,790 3,240 2,600 高齢者・一般 

9月 8,686 4,214 2,229 5月 8,690 4,180 2,300 一般 

10月 8,100 4,430 2,000 6月 8,280 4,580 2,000 一般 

11月 4,950 3,500 1,400 7月 6,920 5,870 1,000 一般 

12月 62  62 8月 100 0 100  

合計 39,978 18,033 12,148 合計 41,620 19,790 11,900  

 

(5) 新型コロナウイルスワクチン接種の推進 

①新型コロナウイルスワクチン接種高齢者等支援事業 

・自動車運転免許証を所持していない高齢者等の方を対象に、1 回あたり 1,000 円 

を上限としたタクシー利用券交付による支援サービスを実施する。（1人 2 往復分・

計 4回分） 

・実績（10月末現在）…延べ 1,407 人が利用、1,378,820円を助成した。 

②未接種者への接種勧奨 

・小美玉市企業連絡協議会会員企業 39 社へ「ワクチンの接種しやすい環境整備の 

構築」について依頼するとともに、ワクチン接種推奨ポスターの掲示を依頼した。 

・10月 1 日に約 7,000 人の未接種者へ、ワクチン接種勧奨通知を発送した。 

③土曜日集団接種の設定 

・副反応を考慮し、11月 6日（土）を 1 回目接種、11/27（土）を 2 回目接種とした

集団接種を設定し、これを市の集団接種最終日とした。 
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 

 

(1) 感染拡大による消防施設機能維持環境事業(行政経営課) 

・内  容：火災や救急対応などにより罹患者と接触する機会がある消防署員が 

勤務する消防施設において、コロナ禍における会議や打ち合わせでの

３密を防止する為、WEB会議に対応したネットワークの追加を行った。 

・場  所：小美玉市消防本部 2階会議室 

 

(2) ワクチン接種環境整備事業（行政経営課） 

・内  容：ワクチン接種において、外国人への応対に必要な翻訳機の活用、ワク

チン接種後の待機時間などに必要なインターネット回線のためのLAN

配線を行った。 

・場  所：四季文化館みの～れ 森のホール 

生涯学習センターコスモス 文化ホール、2階研修室 

 

(3) 公共施設感染症対策事業（玉里総合支所） 

・内  容：新型コロナウイルス対策として、オンライン専用ブースの設置とそれ

に対応するためのローカウンター化を行い、接触機会の軽減及び３密

対策などの感染予防及び行政機能低下の防止を図る。 

・場  所：玉里総合支所 2 階 社会福祉課 生涯福祉係・相談支援係ブース 

・工  事：間仕切り撤去工事及びハイ・ローカウンター・窓口用パーテーション

外備品購入 

※令和 3 年 7月 10 日から令和 3年 7月 31日で完了した。 

 

(4) 子育て世帯生活支援特別給付金事業（子ども課） 

・内  容：新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の  

子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、

子育て世帯生活支援特別給付金（低所得のひとり親世帯分、ひとり親

世帯以外の低所得の子育て世帯分）を支給する。 

・支給金額：児童 1 人当たり一律 5 万円 

○低所得のひとり親世帯分 

・対 象 者：①令和 3年 4月分の児童扶養手当受給者 

②公的年金等を受給しており、令和 3 年 4 月分の児童扶養手当の     

支給を受けていない方（公的年金給付等受給者） 

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、  

収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひと

り親世帯  （家計急変者） 

・申請期間：令和 3 年 5月 10日から令和 4年 2 月 28 日まで 

※①児童扶養手当受給者は申請不要で令和 3 年 5 月 11 日に口座振込

みを完了した。 
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・支給者数：  ①児童扶養手当受給者 373人、対象児童 568 人 

（10月末現在）②公的年金受給者 4 人、対象児童 5人 

③家計急変者 23人、対象児童 34 人 

・支給金額：  ①児童扶養手当受給者：28,400,000円 

（10月末現在）②公的年金受給者:250,000 円 

③家計急変者：1,700,000円 

○ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分 

・対 象 者：平成 15 年 4 月 2 日から令和 4 年 2 月 28 日までに生まれた児童、また 

は特別児童扶養手当の認定を受けている児童の養育者で、次のいずれか

に該当する方 

①令和 3 年度住民税均等割が「非課税」の方 

②家計急変者 

・申請期間：令和 3 年 6月 25日から令和 4年 2 月 28 日まで 

※令和 3年 4月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給されている

令和 3年度の住民税（均等割）が非課税の人については、申請不要

で令和 3 年 6月 30 日に口座振込を完了した。 

・支給者数： ①児童手当受給者で非課者 219人、対象児童 411人 

（10月末現在）②申請による者（高校生のみ、家計急変者）4人、対象児童 18人 

・支給金額： ①児童手当受給者で非課者：20,550,000 円 

（10月末現在）②申請による者（高校生のみ、家計急変者）:750,000 円 

 

(5) 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金交付事業（医療保険課） 

・内  容：小美玉市内の保険医療機関である病院及び診療所、歯科の従事者が、 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止、収束に向けて強い使命感を  

持って業務に従事していることに対し、慰労金を給付した。 

・対 象 者：慰労金申請時において、引き続き市内の保険医療機関との雇用契約に 

あり、かつ、令和 2 年 2月 11日から令和 3年 6月 30日までの間に 10

日間以上勤務した者。 

・給付金額：従事者 1人当たり 50,000円 

・申請期限：令和 3 年 9月 30日 

・実  績：申請数  29機関 801名 

支給額  40,050,000円 

 

(6) 新型コロナウイルス感染症対応社会福祉施設等職員応援給付金事業（社会福祉課） 

・内  容：新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための対策を講じ、事業

を継続している小美玉市内の社会福祉施設等に従事する職員に対し、

応援給付金を支給した。 

・対 象 者：市内に主たる事業所を有している社会福祉施設等に、令和 3 年 6 月   

1 日現在において常勤及び非常勤等全ての勤務形態により雇用され、 

利用者との接触を伴い持続的にサービスを提供することが必要な業務

を行う者。 
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・給付金額：職員 1 人当たり 50,000円 

・申請期限：令和 3 年 9月 30日 

・実  績：申請数  27事業所 238 名 

支給額  11,900,000円 

 

(7) 新型コロナウイルス感染症対応社会福祉施設等職員応援給付金事業（介護福祉課） 

・内  容：新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための対策を講じ、事業 

を継続している小美玉市内の社会福祉施設等に従事する職員に対し、 

応援給付金を支給した。 

・対 象 者：市内に主たる事業所を有している社会福祉施設等に、令和 3 年 6 月   

1 日現在において常勤及び非常勤等全ての勤務形態により雇用され、

利用者との接触を伴い持続的にサービスを提供することが必要な業務

を行う者。 

・給付金額：職員 1 人当たり 50,000円 

・申請期限：令和 3 年 9月 30日 

・実  績：申請数   81 事業所  1,146名    

支給額   57,300,000円 

 

(8) 公園遊具施設設置事業（都市整備課） 

・内  容：新型コロナウイルス感染症の影響により、3 密になる屋内施設の外出 

が自粛されるなか、密閉を回避できる公園へソーシャルディスタンス

の確保を考慮した遊具等を設置することで、高齢者や幼児等に外出 

機会を創出し、コロナ禍に運動不足の解消することでコロナ禍におけ

る市民の健康増進を図る。 

 ・場  所：大井戸湖岸公園 

 ・工  事：基盤整備工事が完了し、遊具設置工事に着手し、整備を進めている。 

 

(9) 図書除菌機及びブックポストの購入事業（生涯学習課） 

・内  容：図書館資料を介した感染を防止するため、図書除菌機及びブックポス    

トを購入した。 

・設置台数：図書除菌機 3台（小川図書館・玉里図書館・美野里公民館図書室） 

ブックポスト 1 台（玉里図書館） 

 

(10) 生涯学習センター文化ホールトイレ改修工事（生涯学習課） 

 ・内  容：便器洋式化、温水暖房便座設置（既存洋式便器含む） 

       トイレブース交換、ベビーキープ設置等 

 ・工  期：令和 3年 7月 13日から令和 3年 8 月 20 日まで 

      （竣工検査日：令和 3 年 9 月 2日） 
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(11) 希望ヶ丘公園遊具整備工事及び玉里運動公園遊具整備事業（スポーツ推進課） 

〇希望ヶ丘公園遊具整備工事 

・内  容：遊具Ｎ＝7基、サイン施設Ｎ＝1基 

・工  期：令和 3 年 10月 30日から令和 4年 2 月 28 日まで 

〇玉里運動公園遊具整備工事 

・内  容：遊具Ｎ＝9基、サイン施設Ｎ＝1基 

・工  期：令和 3 年 10月 30日から令和 4年 2 月 28 日まで 

 

(12) 文化ホール座席等抗菌処理業務委託事業（生活文化課・生涯学習課） 

 ・内  容：ホール座席のクリーニング、座席・出入口扉の抗菌処理 

・工  期：令和 3 年 11月 19日から令和 4年 1 月 31 日まで 

 

(13) 消防隊員感染予防対策物資支援事業（消防本部 警防課） 

・内  容：自動心肺蘇生器を令和 3 年 11 月 11 日に購入し、小川消防署へ新たに

配置したほか、空気呼吸器用面体 36個を令和 3年 11月 5日に購入し、

消防隊員 36名に貸与した。 
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各 部 局 の 報 告 

 

 市 長 公 室  

【秘書政策課】 

(1) 政策調整会議の実施状況 

①旧小川小跡地周辺地域に関する政策調整会議 

・概 要：旧小川小跡地周辺地域に関して、政策課題の総合調整を行うため設置す

るもの 

・構成員：政策監（市長公室長、企画財政部長、総務部長、教育部長、秘書政策課長）

企画調整課長、財政課長、総務課長、行政経営課長、都市建設部長、 

都市整備課長、管理課長、文化スポーツ振興部長、生涯学習課長、 

教育企画課長、秘書政策課（事務局） 

・実施日：第 5 回（10/14） 

②先進技術の導入に関する政策調整会議 

・概 要：先進技術の導入に関して、政策課題の総合調整を行うため設置するもの 

・構成員：政策監（市長公室長、企画財政部長、総務部長、教育部長、秘書政策課長）

企画調整課長、財政課長、行政経営課長、人事課長、秘書政策課（事務局） 

・実施日：第 1 回（10/19） 

 

【市民協働課】 

(1) 女性活躍推進事業「マルシェデビューセミナー」 

・実 施 日：令和 3年 9 月 4 日（土）/18日（土）19：00～21：00 2回連続講座 

 ・開催方法：オンライン（緊急事態宣言期間のため） 

・参 加 者：4日（17名）18 日（18名） 

・目  的：市内で活躍する女性起業者と行政とが協働で実施し、起業に興味が  

ある女性及びすでに起業している女性を対象にセミナーを開催し、 

積極的に活躍できる環境づくりを行うことを目的とする。 

・事業内容：店舗を持っての起業は、リスクが高いことから、まずは、店舗を持た

ず、気軽に趣味を生かし起業ができる「マルシェ」講座を、講師を   

お招きし開催した。また、講座で培ったノウハウを活かし、マルシェ

体験を 12/19（日）空のえき そ・ら・らにて行う。 

(2) 小美玉市区長会との意見交換会 

・実施期日：令和 3 年 11月 22日（月）19：00～  

・開催場所：四季文化館 みの～れ 風のホール 

・参加対象：小美玉市行政区長 

・目  的：公正、公平な市政運営を行うため、住民と行政が相互の情報を共有  

することで、住民が主体的に市政へ参加する意識を啓発するとともに、

住民の意向を市政に反映し、「協働」による円滑な市政運営を図るた

め実施するもの。 
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・事業内容：事前に各区長から意見・提案を受け、文書による回答を行い、その   

回答について再質問、再回答を行った。 

21 行政区から 36 項目の「意見・提案」があり、当日は 12 項目に    

ついて再質問・再回答が行われた。 

50行政区から正副区長、合わせ 55 名の出席があった。 

(3) 男女共同参画推進パネル展 

 ・目  的：「女性に対する暴力をなくす運動」や「子どもの虐待をなくす運動」

の啓発活動を行い、私たち一人ひとりが、人権を尊重し、自立し、 

活躍できる社会を実現するため、啓発の一環として実施するもの。 

 ・実 施 日：令和 3年 11 月 12日（金）～25 日（木） 

 ・場  所：小美玉市役所本庁 １階 ロビー他 

 ・内  容：男女共同参画に関するパネル展及びパープル・ライトアップによる   

啓発（女性に対する暴力をなくす運動や子どもの虐待をなくす運動） 

(4) 生理の貧困事業について 

   生理用品の設置及び窓口配布について 

①対象施設：市内各小中学校及び義務教育学校（12校） 

 日程：令和 3 年 9 月 1日（水）～ 

②対象施設：公共施設（23施設）  

日程：令和 3年 9月 7日（火）～ 

【生理用品利用状況】  

  

 

窓口配布（人） 施設設置（枚） 

備考 公共施設 小学校 中学校 公共施設 小学校 中学校 

昼夜 

セット 
昼 昼 夜 昼 夜 昼 昼 夜 

9月 16 0 0 0 1,148 480 308 112 30 

小中学

校は休

校 

10月 12 0 10 1 896 430 140 336 80  
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 市 民 生 活 部  

【市民課・小川総合支所・玉里総合支所】 

(1) マイナンバーカード申請補助サービスについて 

・内  容：マイナンバーカードの交付率向上のため、窓口 3カ所でマイナンバー

カードの申請補助を実施している。 

・申請状況：令和 3 年 8月 ～ 令和 3年 10月 170件 

      （内訳）8月…51件 9月…60件 10月…59 件 

 

【環境課】 

(1) 小美玉市環境フェスティバル事業 

①おみたま環境エコポイントの実施 

・事業内容：日常生活において、SDGs や地球環境にやさしい行動（COOL CHOICE）   

などに市民自らが取り組んでいただくための事業として実施。 

・応募締切：10 月 29日（金） 

・応募総数：249名（うち市外在住：2 名） 

・当 選 者：抽選の結果、当選者 60名を決定した。全項目達成者は 1名のみ。 

【Ａコース】ＱＵＯカード 3,000円分（30名様） 

【Ｂコース】小美玉ヨーグルトセット 3,000円分（30名様） 

【参 加 賞】応募者全員 

②おみたま環境かるたの作品募集 

・事業内容：地球環境、ごみ問題、省エネルギー及び SDGs などの環境をテーマとし

た標語（五・七・五）について、市内小学校の在校児童を対象に募集を

行った。 

・応募総数：401名の児童から 38 種 516作品の応募があった。 

・選考会等：11 月に第 1回目の選考会を行い、入選作 10作品を決定した。 

来年度は残りの 34 作品の再募集を行い、44種の完成を目指す。 

(2) サポーター制度の運用について 

・概  要：地域環境美化保全を図り、持続可能な地域社会を市民とタイアップ  

しながら構築していくため、令和 2 年度から順次サポーター制度の  

運用を開始している。 

 ・制度内容：①不法投棄監視サポーター（令和 2年度から） 

                現登録数：78名（9月以降 10 名が加入） 

       ②環境美化サポーター  （令和 3年度から） 

        現登録数：6団体（9 月以降 4 団体が加入） 

 ・今後の取組：サポーター登録数の拡大や利便性を図るため、電子申請登録システ

ムを採用したインターネットによる通報システムの活用を促進する

とともに、引き続き、登録団体数の拡大を図るため、市内関係団体

への働きかけを推進する。 
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 保 健 衛 生 部  

【健康増進課】 

(1) 健康増進施設管理運営状況 

・四季健康館健康風呂 利用状況（10 月 30日現在） 

開館日数：135 日 

利用者数：延 21,149 人 

・小美玉温泉ことぶき 利用状況（10 月 30日現在） 

開館日数：137 日 

利用者数：延 25,232 人 

(2) 小美玉温泉ことぶき駐車場整備事業 

・駐車場整備工事の発注をした。 

・用地測量業務委託の発注をした。 

 

 福 祉 部  

【社会福祉課】 

(1) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業（社会福祉課） 

・内  容：社会福祉協議会で行っている緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付

について、貸付限度額に達しているなどの理由で特例貸付を利用でき

ない生活保護に準じる困窮世帯に対し支援金を支給する。 

・対 象 者：総合支援資金の再貸付を借り終わっているか申請期限までに借り終わ

る、総合支援資金の再貸付が不承認となったなどの理由で特例貸付を

利用できない世帯で、①～③の要件を満たす世帯。 

①収入要件…収入がア・イの合算額を超えないこと。(月額) 

   ア 市町村民税均等割非課税額の 1/12 

   イ 生活保護の住宅扶助基準額 

② 資産要件…預貯金が①－アの 6 倍以下であること。 

(限度 100万円以下) 

③ 求職等要件…以下のいずれかの要件を満たすこと。 

・ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動

を行うこと。 

・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が  

困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。 

 ・支給金額：単身世帯 60,000円/月、2人世帯 80,000 円/月、 

3人以上世帯 100,000円/月 

 ・支給期間：3ヶ月 

 ・申請期限：令和 4年 3月 31日 

 ・支給状況：5世帯 980,000円（11 月 10日現在） 
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産 業 経 済 部 

【商工観光課】 

(1) 茨城空港の現状 

 ①国際線の状況 

  ・定期便 2 路線（上海、西安）は 11月 30日まで運休 

・連続チャーター便 3路線（長春、福州、南京）は当分の間運休 

  ・台湾便は 11 月 30日まで運休 

 ②国内線の状況 

【11月 1 日～11月 30日まで】 

・全便（神戸 2 往復、札幌 2 往復、福岡 1往復、那覇 1 往復）運航 

※11月 1 日については、札幌→茨城（SKY790）便のみ運休 

③国内チャーター便の状況 

【茨城－小松】 

・令和 4 年 1月 12 日～1月 14日 

【茨城－種子島】 

・令和 4 年 1月 15 日～1月 17日 

【茨城－女満別】 

・令和 4 年 2月 7日～2月 9 日 

・令和 4 年 2月 10 日～2月 12日 

【茨城－下地島・石垣島】 

・令和 4 年 2月 22 日～2月 25日 

・令和 4 年 2月 26 日～3月 1日 

③茨城空港ビル来場者及び空港利用者（旅客）の状況 

【1月から 10月まで】 

 令和元年 令和２年 令和３年 

来 場 者 数 1,301,100 556,200 435,700 

利 用 者 数   684,721 252,570 166,255 

 

 都 市 建 設 部  

【建設課】 

(1) 防衛省補助を活用した道路事業 

①特定防衛施設周辺整備調整交付金事業(特防交付金) 

・野田地内「市道小 204号線外 1」は、補償調査(伏沼区)が完了し、用地取得を進め

ている。 

・中延地内「市道小 10742号線外 2」は、道路改良工事(立延区)を実施している。 

②再編関連訓練移転等交付金事業(再編交付金) 

・山野地内「市道小 20667 号線外 3」は、補償調査(羽木上区) が完了し、用地取得

を進めている。 

・山野地内「市道小 20224号線外 1」は、境界立会い(山野区)を実施した。 

・与沢地内「市道小 30125号線」は、道路改良工事を実施している。 
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・川戸地内「市道小 110号線」は、歩道整備工事(山川区) を実施している。 

・倉数地内「市道小 30509号線外 1」は、道路設計説明会(倉数川向区)の準備を進め

ている。 

・倉数地内「市道小 30500号線」は、道路設計説明会(倉数川前区)の準備を進めてい

る。 

③防衛施設周辺民生安定施設整備事業(民生安定補助金) 

・中央線「市道小 10911 号線」は、用地測量業務を発注した。 

(2) その他の道路事業等 

①農道・かんがい排水整備事業 

・部室地内「部室地区農道整備」は、農道改良工事を実施している。 

・中延地内「灌漑排水整備」は、排水路整備工事(立延区) を実施している。 

②社会資本整備総合交付金事業 

・上玉里地内「市道玉 465号線」は、境界立会いを実施した。 

③防災安全交付金事業 

・栗又四ケ線「市道玉 5329 号線」は、石岡市小井戸地内の橋梁下部工事、栗又四ケ

地内の道路改良舗装工事を実施している。引き続き、橋梁上部工事の発注準備と

用地取得を進めている。 

・羽鳥地内「市道美 2-9 号線」は、ＪＲ東日本及びソフトバンクにおける常磐線   

石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事の支障移転工事と踏切前後の道路改良工事を

実施している。 

・小川地内「市道小 107号線」は、道路改良工事を実施している。 

・「市道美 1-11 号線」は、竹原中郷地内における令和 2 年度繰越事業の道路改良工

事が完了し、引き続き、本年度分の道路改良工事（竹原中郷区）を実施している。

上馬場区側においては、軟弱地盤解析業務(竹原中郷区、上馬場区)を発注した。 

・柴高、西郷地地内「市道美 1-8 号線」は、本年度予定の用地取得 (西郷地地区)の

契約が完了した。 

・中野谷地内「市道美 936号線」は、道路詳細設計を実施している。 

・江戸地内「市道美 502号線」は、境界立会いの準備を進めている。 

・羽鳥地内「市道美 2-11号線」は、道路設計説明会(旭区)の準備を進めている。 

・上玉里、田木谷地内「市道玉 4号線」は、道路設計説明会の準備を進めている。 

・羽鳥地内「市道美 728 号線」は、境界立会い(羽鳥区)を実施し、用地取得の    

準備を進めている。 

④市単独事業 

・羽鳥地内「市道美 591号線」は、電柱移転(高場区) が完了した。 

・羽刈地内「市道美 422号線」は、補償調査が完了した。 

・中延地内「市道小 10457号線」は、道路改良工事(下田一区) を実施している。 

・大谷地内「市道美 780号線」は、電柱移転を進めている。 
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 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 部  

【生涯学習課】 

(1) 旧小川小跡地周辺地域再整備検討委員会の実施状況 

  ○第１回検討委員会：令和 3年 8月 26日（木）開催 

  ○第２回検討委員会：令和 3年 10 月 26日（火）開催 

(2) 今後予定している催事の開催・中止の判断結果 

・令和 3 年度小美玉市成人式典開催について 

  ○期 日：令和 4年 1月 9日（日） 

  ○場 所：小川文化センター（アピオス） 

  ○対象者数：約 515名 

・第 14 回小美玉市子ども議会開催について 

  ○期 日：令和 4年 2月 3日（木） 

  ○場 所：小美玉市議会議場 

  ○子ども議員：中学校 2 年生・義務教育学校 8年生（総数 17名） 

(3) コロナウイルス感染症対策に伴う生涯学習施設の利用再開 

○9/30国の緊急事態宣言の解除に伴い、10/1から利用を再開した。 

（対象施設） 

生涯学習センターコスモス（公民館・図書館・史料館・文化ホール）、小川公民

館、小川図書館、小川資料館、やすらぎの里小川、美野里公民館、羽鳥公民館、

羽鳥ふれあいセンター、農村女性の家、農村環境改善センター、小美玉市学習等

供用施設、しみじみの家、民家園 

(4) その他の事業 

・小川資料館参考展の開催 

  ○企画名：おみたま発掘ものがたり－平成 30・令和元年度調査遺跡紹介展－ 

  ○内 容：平成 30 年度、令和元年度に市内 6 遺跡で実施した発掘調査の成果を、

出土品と写真で紹介 

  ○会 期：令和 3年 7月 3日（土）から令和 3年 10月 8日（金） 

8月 6日（金）から 9月 30日（土）は臨時休館に伴い開催休止 

  ○来場数：235 人 

・小川図書館まつりの開催 

  ○内 容：除籍本配布会、子どものためのおはなし会、大人のためのおはなし会、 

移動図書館車展示、バルーンアートコーナー、記念品配布 

○開催日：令和 3年 10月 24 日（日） 

  ○来場数：250 人 
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【スポーツ推進課】 

(1) コロナウイルス感染症対策に伴うスポーツ施設の利用再開 

・9/30国の緊急事態宣言の解除に伴い、10/1から利用を再開した。 

(対象施設) 

・タスパジャパンミートパーク（玉里運動公園）、小川運動公園、希望ヶ丘公園、   

外部グラウンド（各運動広場、野球場）、小川海洋センター、学校体育施設（学校

体育館及びグラウンド） 

(2) コロナウイルス感染症に伴う事業の中止 

・令和 3 年度「新春歩け歩け大会」1月開催、「市民駅伝大会」2月の開催を 

中止した。 

(3) その他事業 

・令和 3 年 10 月 27 日（水）第 1回 旧橘小跡地整備検討委員会を開催した。 

 

【生活文化課】 

(1) コロナウイルス感染症対策に伴う文化施設の利用再開 

・9/30国の緊急事態宣言の解除に伴い、10/1から利用を再開した。 

(対象施設) 

・小川文化センター（アピオス）、四季文化館（みの～れ） 

 

 教 育 委 員 会  

【子ども課】 

(1) 中学生のためのライフデザインセミナー事業 

・内 容：中学 2 年生（義務教育学校 8 年生を含む）のこの時期に、今後の人生に 

おけるライフデザインを考える機会を提供。2時間授業。 

・財 源：地域少子化対策重点推進交付金（1/2）、ふるさと応援基金（1/2） 

・実 施：小川南中学校（11/10）、小川北中学校（11/17）、美野里中学校（12/1）、 

玉里学園義務教育学校（12/16） 
 

【教育企画課】 

(1) 第 1 回小美玉市教育振興基本計画審議会（9 月書面会議） 

・目 的：平成 30年度に策定した教育振興基本計画について、令和 3年度から 2 か

年にかけて、国施策や社会情勢の変化等を踏まえた見直しを行い、令和 

5年度から 5年間の後期基本計画を策定する。 

・委 員：13 名（常磐大学准教授、市議会議長、小学校長、中学校長、義務教育    

学校長、幼稚園長、社会教育委員兼公民館運営審議会議長、スポーツ推進

審議会委員長、子ども会育成連合会代表、市ＰＴＡ連絡協議会代表、幼稚

園ＰＴＡ代表、元教育委員、本田記念財団理事長） 

・内 容：審議会開催日が緊急事態宣言下となったことから書面会議とした。策定  

方針や策定スケジュール、保護者・教職員アンケート調査等について審議

を行った。 
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(2) 小中学校規模配置適正化実施計画の進捗状況 

〇小川北義務教育学校 

・9月に第 18回開校準備委員会を書面により開催し、主な内容としては、校章に 

ついて、公募による 77点のデザイン案の中から、総務通学部会で 10 点を選定

し、開校準備委員会において１点を選定した。 

・校舎建設工事については、外装工事が概ね完了し、現在は、内装・外構工事、また、

既存校舎側では、昇降口から職員室への改修等を行っており、10 月末現在の進捗

率は 76％である。 

(3) 学校施設改修工事等の進捗状況 

・美野里中学校トイレ改修工事については、教育施設の環境向上や機能改善を図る

ことを目的として、令和 2年 12月より、全校舎のトイレの洋式化・乾式化工事を 

実施し、令和 3 年 11月に全ての工事が完了した。 

・竹原小学校体育館長寿命化改修工事については、鉄骨構造体の改良工事が完了し、

現在は、屋根・外装工事を行っており、10月末現在の進捗率は 50％である。 

・旧橘小学校等解体工事については、内部解体が概ね完了し、現在は、アスベスト 

除去工事を行っており、令和 4年 2 月末に完了する見込みである。 

・旧玉里中学校校舎解体工事については、10 月に完了し、解体跡地は、令和 4 年   

3月中旬までを工期とする、玉里学園義務教育学校のサブグラウンド及び渡り廊下

等の整備工事の発注を行った。 
 

 水 道 局  

【水道課】 

(1) その他の水道事業等（単独事業） 

 ①委 託 

 ・下水道工事における配水管布設工事実施設計業務委託 1 件を発注した。（花野井 

  ・中台地内） 

 ②工 事 

 ・配水管布設替工事 1件を発注した。（下馬場地内） 

 ・道路改良工事に伴う配水管布設替工事 3件を付帯工事により発注した。（与沢・ 

  中延・竹原中郷地内） 

 

消 防 本 部 

【総務課】 

(1) 防衛省補助を活用した建設事業 

○再編関連訓練移転等交付金事業(再編交付金) 

・山野地内「第 13 分団機庫・詰所等建設工事事業」は、実施設計の交付申請を    

進めている。 

(2) その他の建設事業 

・羽鳥地内「第 3分団機庫・詰所等建設工事事業」は、実施設計業務を発注した。 

 


